
別表第４　建築設備（一基につき） （単位︓円）

昇降機（Ｈ2類）

小荷物専用昇降機

昇降機以外の建築設備

Ｇ類　　製造者認証エレベーター以外の昇降機（小荷物専用昇降機を除く）。
Ｈ1類　　製造者認証エレベーターで最大定員が３名以下のもの。　
Ｈ2類　　製造者認証エレベーターで最大定員が４名以上のもの。　
（注）当該変更に係る直前の確認を当機関以外から受けている場合は倍額とする。

別表第５　工作物（一基につき） （単位︓円）

工作物（下欄以外のもの）

（注１）建築物に取り付く工作物で、当該建築物の確認を当機関以外で行う場合は、別表
　　において当該建築物の面積の合計に対応する計画変更確認の欄に示す額の手数料を加算する。
（注２）当該変更に係る直前の確認を当機関以外から受けている場合は倍額とする。
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昇降機（Ｇ類）
（段差解消機、いす式階段昇降機を
　含む。）
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